
土木工事等に伴う埋蔵文化財取扱いについてのフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は、埋蔵文化財の取扱いについて、基本的な 

 手続きの流れを示したものです。遺跡の性格や 

地形、工事内容によっては、手続きが異なる場合 

があります。詳細は、銚子市社会教育課文化財・ 

ジオパーク室の職員にお問い合わせ下さい。 

土木工事等の計画 

計画地が遺跡の範囲に該当するか確認 

① 窓口 ②ＦＡＸ ③文書（埋蔵文化財の取扱いについて（確認））  

    ※場所の分かる地図を添付 

該当する場合 

文化財保護法第９３条の届出が必要 

・工事着工の６０日前までに２部提出。 

※位置図、地形図、配置図、工事概要図を添付 

※書式はホームページからダウンロードできます 

該当しない場合 

工事に着工して問題ありません 

・但し、工事中に遺跡などが発見された場合には

文化財保護法第 96条に基づく届出が必要になり

ますので銚子市教育委員会までご連絡下さい。 

現地確認・試掘（発掘調査の必

要性の判断） 

専門の職員が現地を確認し、試掘を行

います。 

確認の結果を受けて、県教育委員会へ報

告します。 

「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」

県教育委員会からいずれかの指示が出ま

す。 

 

 

 

工事立会 

工事に着手して問題ありません 

 土木工事が軽微で埋蔵文化財への影響が局限される

場合、対象区が狭小で発掘調査の実施が不可能な場

合など。市教育委員会職員が工事に立会いし、埋蔵

文化財の有無を確認します。 

慎重工事 

工事に着手して問題ありません 

工事により、新たに埋蔵文化財への影響が生じない

と判断される場合。工事中に埋蔵文化財が発見され

た場合には、市教育委員会までご連絡下さい。 

発掘調査 

 当該土木工事等によって埋蔵文

化財に影響が及ぶと判断された場

合、発掘調査が必要になります。 

① 確認調査の実施 

② 協議 

③ 本調査 

本調査の実施→発掘調査終了確認  

地 下 保 存→保存協定、工事立会等 

本調査不要→発掘調査終了確認 

連絡先  銚子市教育委員会  

社会教育課 文化財・ジオパーク室 

ＴＥＬ：０４７９－２１－６６６２ 

ＦＡＸ：０４７９－２１－６６２２ 

MAIL：bunka@city.choshi.lg.jp 

〒288-0822 銚子市八木町１７７７－１ 

 

工事着工・

整理作業・

報告書刊行 
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